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国
民
年
金
は
、
老
後
の
暮
ら

し
や
病
気
・
事
故
で
障
が
い
が

残
っ
た
と
き
な
ど
、
い
ざ
と
い

う
時
の
生
活
を
働
い
て
い
る
世

代
み
ん
な
で
支
え
る
制
度
で

す
。

　

日
本
に
住
所
を
有
す
る
20
歳

～
60
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
人
に

加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お

り
、
20
歳
に
な
る
と
日
本
年
金

機
構
か
ら
「
国
民
年
金
加
入
の

お
知
ら
せ
・
基
礎
年
金
番
号
通

知
書
・
保
険
料
納
付
書
」
が
届

き
ま
す
。(

原
則
20
歳
到
達
者

の
国
民
年
金
加
入
届
は
不
要
で

す
）

　

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
は
就

職
し
て
厚
生
年
金
に
加
入
す
る

と
き
や
、
将
来
年
金
を
受
け
取

る
と
き
な
ど
に
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

【問合せ先】　・ねんきん加入ダイヤル　☎０５７０－００３－００４

【問合せ先】　・日本年金機構鳥取年金事務所　☎０８５７－２７－８３１１

【問合せ先】　・役場税務住民課　☎７５－４１１８

老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
！

　

国
民
年
金
は
、
老
齢
年
金
の

ほ
か
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金

も
あ
り
ま
す
。

〇
障
害
年
金

　

病
気
や
事
故
で
障
が
い
が

残
っ
た
と
き
に
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

〇
遺
族
年
金

　

加
入
者
が
死
亡
し
た
場
合
、

そ
の
加
入
者
に
よ
り
生
計
を
維

持
さ
れ
て
い
た
遺
族
（「
子
の

あ
る
配
偶
者
」
や
「
子
」）
が

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し

て
お
く
と
障
害
年
金
や
遺
族
年

金
を
受
け
と
れ
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。

2020
歳
に
な
っ
た
ら
、
国
民
年
金

歳
に
な
っ
た
ら
、
国
民
年
金

国
民
年
金
っ
て
、
何
十
年
も
あ
と
に
も
ら
う
も
の
で
し
ょ
。

わ
た
し
た
ち
ま
だ
若
い
ん
だ
か
ら
老
後
な
ん
て
ず
っ
と
先
の

こ
と
だ
し
・
・
・
・
・

国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

国
民
年
金
保
険
料
の
お
支
払
い

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」・

「
納
付
猶
予
制
度
」
に
つ
い
て

〇
国
民
年
金
の
保
険
料

　

令
和
５
年
度
の
１
カ
月
の
保

険
料
は
、
１
６
，
５
２
０
円
で

す
。

〇
「
前
納
割
引
制
度
」
が
あ 

　
り
ま
す

　

保
険
料
を
ま
と
め
て
前
払
い

（
前
納
）
す
る
と
割
引
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

〇
口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト

　

　
カ
ー
ド
な
ど
で
の
お
支
払
い

　

口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
、

金
融
機
関
等
に
行
く
手
間
と
時

間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
も
防
ぐ

こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、

「
早
割
（
当
月
末
納
付
）」
や
「
前

納
」
で
納
め
る
と
保
険
料
が
割

引
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ

リ
を
使
用
し
た
電
子(

キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
）
決
済
な
ど
で
も
支

払
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

収
入
が
少
な
く
、
保
険
料
の

支
払
い
が
困
難
な
場
合
は
、
保

険
料
の
納
付
が
免
除
ま
た
は
猶

予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

〇
学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
生
の
間
の
保
険
料
を
猶
予

し
、
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
納

め
る
制
度
で
す
。審
査
が
あ
り
、

前
年
所
得
が
基
準
額
以
下
の
学

生
本
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

学
生
と
は
、
学
校
教
育
法
に

定
め
る
大
学
（
大
学
院
）、
短

大
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学

校
、
専
修
学
校
な
ど
に
在
籍
す

る
人
で
す
。

〇
納
付
猶
予
制
度

　

学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
人

で
ご
本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得

が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度

で
す
。

※
学
生
納
付
特
例
・
納
付
猶
予

を
受
け
る
た
め
に
は
手
続
き
が

必
要
で
す
。

みんな
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